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伊賀市資源循環型農業推進施設（菜の舎）指定管理業務仕様書 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、伊賀市資源循環型農業推進施設（菜の舎）（以下「本施設」という。）の指

定管理者が行う管理の基準、業務の詳細、履行の方法等について定めるものとする。 

 

２ 定義 

この仕様書における用語の意義は、別に定めのあるものを除くほか、基本協定において使

用する用語の例による。 

 

３ 本施設の設置目的 

持続可能な資源循環型農業、地域特産品作り及び地域景観の向上を促進し、都市と農村の

交流及び地域経済の活性化に資するため 

 

４ 本施設の管理に関する基本的な考え方 

⑴ 指定管理者は、本施設の管理について権限と責任を有し、本施設の管理に関する業務

を市に代わって行うことから、本施設の適正な管理を確保しつつ、提供するサービスの

質の向上を図らなければならない。 

⑵ 指定管理者は、次に掲げる事項に基づいて本施設の管理を行うものとする。 

ア 本施設の設置目的の達成に向けた管理を行うこと。 

イ 市とパートナーシップを築き、密接に連携を図りながら管理を行うこと。 

ウ 法令等を遵守して適正に管理を行うこと。 

エ 本施設が公の施設であることを念頭において、公平な管理を行うこととし、特定の

者に有利あるいは不利になる管理をしないこと。 

オ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）に規

定する差別を解消するための措置を講じること。 

カ 本施設の特性を最大限に活用できるよう創意工夫に基づく効果的な管理を行い、

質の高いサービスの提供に努めること。 

キ 利用者が安全かつ快適に利用できるよう適正な保守管理を行うこと。 

ク 利用者の意見を反映させ、その満足度の向上に努めること。 

ケ 効率的な管理を行い、経費の縮減に努めること。 

 

５ 休館日及び開館時間 

⑴ 休館日 

次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得

て、臨時に変更することができる。 

ア 日曜日及び土曜日（日曜日が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の休日以外の日） 
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イ 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

ウ 12月 29日から翌年１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

⑵ 開館時間 

次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得

て、臨時に変更することができる。 

平日 午前８時 30分から午後５時 15分まで 

 

６ 指定管理者が行う業務 

指定管理者が行う本施設の管理に関する業務は、運営業務、保守管理業務、その他の指

定管理業務とする。 

 

７ 運営業務 

⑴ 人員配置等に関すること。 

ア 本業務を実施するために必要な業務体制を確保するとともに、労働基準法を遵守

し、本業務を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の従業員を配置する

こと。 

イ 管理責任者１人を配置すること。 

ウ 施設内の搾油装置および備品等の運転ならびにメンテナンスができる者を配置す

ること。ただし、イに定める者と兼ねることができる。 

エ 業務に支障がないよう従業員の勤務体制を調整すること。 

オ 管理責任者又はその職務代理者のいずれかを施設に常駐させること。 

カ 本業務のうち法令等により資格を要する業務については、有資格者を配置するこ

と。 

キ 従業員に対して、人権研修及び接遇研修その他の業務に必要な研修を実施するこ

と。 

⑵ 施設の使用に関すること。 

ア 施設の使用申請を受け付け、使用を許可すること。 

イ 使用申請等の手続について必要な助言を行うこと。 

ウ 使用許可、使用許可事項の変更、使用許可の取消し等に関しては、伊賀市資源循環

型農業推進施設の設置及び管理に関する条例及び伊賀市資源循環型農業推進施設の

設置及び管理に関する条例施行規則の定めるところにより処理すること。 

エ 使用申請の受付及び許可に当たって、必要な帳簿を作成すること。 

オ 施設の臨時の休館について、必要な情報発信を行うこと。 

⑶ 施設の利用促進に関すること。 

ア 施設の利用案内、パンフレット等を作成すること。 

イ 施設のホームページを作成し、施設の利用案内、各種事業の案内等を掲載し、利用

者への情報提供及び新たな利用者確保のための広報を行うこと。 

ウ 窓口、電話等での問い合わせや施設見学等への対応を行うこと。 
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⑷ 利用料金に関すること。 

ア 利用料金を設定すること。 

イ 利用料金を徴収すること。 

ウ 利用料金の減免及び返還を行うこと。 

エ 利用料金の設定、徴収、減免及び返還に関しては、伊賀市資源循環型農業推進施設

の設置及び管理に関する条例及び伊賀市資源循環型農業推進施設の設置及び管理に

関する条例施行規則の定めるところにより処理すること。 

オ 利用者の求めに応じ、適格請求書を交付すること。 

⑸ サービスの向上に関すること。 

ア 施設利用者を対象に本施設において提供するサービスの評価に関するアンケート

を行うこと。 

イ 施設利用者が自由に意見を記述し投函できるご意見箱を常設すること。 

ウ 施設利用者の意見や要望を把握し自己評価を行い、適切かつ効果的な管理運営に

努めること。 

⑹ 苦情対応に関すること。 

ア 利用者や市民等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応すること。 

イ 苦情の内容及び処理状況を速やかに市へ報告すること。 

ウ 苦情に対する処理方法について、必要に応じて市と協議を行うこと。 

 

８ 保守管理業務 

⑴ 本施設の施設及び設備の保守管理に関すること。 

ア 本施設の施設及び設備について、別表１に掲げる保守管理を行うこと。 

イ 本施設の施設及び設備の保守管理上の不具合（軽微な場合を除く。）を発見した場

合は、速やかに市へ連絡すること。 

ウ 必要な消耗品を適宜購入し、管理を行うこと。 

エ 本施設の管理に必要となる電気、ガス、上下水道、通信に係る供給契約又は使用契

約について、契約者を市から指定管理者に変更すること。ただし、特別の理由がある

ときは、この限りでない。 

⑵ 備品等の保守管理に関すること。 

基本協定書に記載のとおり。 

 

９ その他の指定管理業務 

⑴ 事業実施計画書等の作成及び提出に関すること。 

指定管理者は、各事業年度開始前に、当該年度の事業実施計画書及び収支計画書を市

の定める様式により作成、提出し、市の承認を得ること。記載内容は、以下のとおりと

する。 

ア 事業実施計画書 

運営業務、保守管理業務、その他の指定管理業務及び自主事業について記載する

こと 
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イ 収支計画書 

指定管理事業に係る収支と自主事業に係る収支を区分し作成すること。 

⑵ 月次業務報告書の作成及び提出に関すること。 

指定管理者は、月ごとに月次業務報告書を市の定める様式により作成し、翌月 15日

（その日が休日又は休館日であるときには、その翌日）までに市へ提出すること。記載

内容は、以下のとおりとする。 

ア 運営業務の履行状況 

・人員配置等の状況 

・施設の使用許可の状況 

・利用促進の取組み 

・利用料金の収入等の状況 

・施設利用者の意見・要望、苦情等の発生及び対応状況 

・利用者アンケートの実施状況 

イ 保守管理業務の履行状況 

・施設、設備及び備品等の維持管理等の実施状況 

・施設、設備及び備品等の不具合等の発生及び対応状況 

・備品の新設及び撤去の状況 

ウ その他 

・管理上の特記事項 

⑶ 事業報告書等の作成及び提出に関すること。 

指定管理者は、前年度の事業報告書及び収支決算書を市の定める様式により作成し、

毎年度終了後２か月以内に市へ提出すること。記載内容は、以下のとおりとする。 

ア 施設の使用の状況 

イ 利用料金の収入等の状況 

ウ 管理に関する収支状況 

エ 運営業務に関する事業報告 

オ 保守管理業務に関する事業報告 

カ その他の指定管理業務に関する事業報告 

キ その他特記事項 

⑷ 団体等の決算書の提出に関すること。 

指定管理者は、事業報告書の提出に併せて団体等の決算書を提出すること。 

⑸ 人権研修実施報告書の作成及び提出に関すること。 

指定管理者は、前年度に実施した人権に関する研修の実績報告書を作成し、事業報告

書に併せて市へ提出すること。記載内容は、以下のとおりとする。 

ア 人権に関する研修の実施状況 

実施日、参加者数、研修内容等について記載すること。 

イ 研修の効果等 

研修参加者から研修に関するアンケートやレポートを徴するなどし、その結果

を踏まえた研修の効果等について記載すること。 
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⑹ モニタリングに関すること。 

ア 業務の質とサービスの向上を図ることを目的に自己評価を行い、その結果を市の

定める様式にまとめ、市が指定する期日までに提出すること。 

イ 市がモニタリングに際して行う実地調査に協力すること。 

⑺ 連絡調整に関すること。 

ア 市と連携を図り適切な管理を行うため、必要に応じて連絡調整会議を開催するこ

と。イ 市から会議の開催の要求があったときは、これに応じること。 

⑻ 指定期間の終了に際して行う引継業務に関すること。 

ア 指定期間の終了又は指定の取消し等により指定管理者でなくなるときは、次期指

定管理者又は市が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう引継ぎを行うこと。 

イ 次期指定管理者又は市へ業務を引き継ぐに当たっては、円滑な引継ぎに協力する

とともに、必要な書類及び電子データを遅滞なく提供するものとする。 

ウ 指定期間の終了前に受け付けた施設の利用予約に関する申し送りを遺漏なく行う

こと。 

エ 指定管理期間終了時、自主事業等で搾油した廃油を速やかに処分し、施設内および

搾油設備内に残置することのないこと。 

 

10 自主事業 

指定管理者は、指定管理業務の範囲外で本施設を使用して自主事業を行うことができ

る。なお、自主事業は、次の２種に区分する。 

ア 施設利用事業 一利用者として本施設を使用して行う事業をいう。 

イ 目的外事業 本施設の一部をその設置目的以外の目的に使用して行う事業をいう。 

⑴ 自主事業の実施に関すること。 

ア 自主事業は、指定管理者の自己資金で実施すること。 

イ 自主事業の実施に伴う一切の責任は、指定管理者が負うこと。 

ウ 施設利用事業を行う場合は、利用者として使用許可申請を行うこと。この場合にお

いて、自らを他の利用者に優先して取り扱わないこと。 

エ 施設利用事業を行う場合は、当該事業に係る施設の利用料金を自主事業に係る会

計から支出し、指定管理事業に係る会計で収納すること。 

オ 目的外事業を実施する場合は、市に事業計画書等を提出し、事前に承認を受けるこ

と。また、行政財産の目的外使用申請を行うこと。 

⑵ 自主事業の経理に関すること。 

ア 自主事業に関する収支については、指定管理事業に関する収支と区分して管理す

ること。 

 

11 協議 

この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理等について疑義

が生じた場合は、市と指定管理者が協議し決定する。  
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別表１ 伊賀市資源循環型農業推進施設（菜の舎）保守管理等業務 

業務 業務内容 頻度 

日常清掃 日常保守管理 毎日 

定期掃除  必要に応じ随時 

設備総合巡視点検 日常保守管理 必要に応じ随時 

非常用発電機点検 日常保守管理 必要に応じ随時 

消防用設備点検 日常保守管理 必要に応じ随時 

防火対象物定期点検 日常保守管理 必要に応じ随時 

空調設備点検 日常保守管理 必要に応じ随時 

機械警備点検 日常保守管理 必要に応じ随時 

害虫駆除 日常保守管理 必要に応じ随時 

植栽剪定・除草 日常保守管理 必要に応じ随時 

外構・排水桝清掃 日常保守管理 必要に応じ随時 

設備総合点検  必要に応じ随時 

小修繕  必要に応じ随時 

その他施設の修繕  必要に応じ随時 

 


